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平成２２年３月１８日宣告

平成２１年（わ）第３２８号 殺人被告事件

判 決

主 文

被告人を懲役１５年に処する。

未決勾留日数中１８０日をその刑に算入する。

理 由

（罪となるべき事実）

被告人は，平成２１年５月６日午前２時３分から同日午前２時２３分までの間に，

ａ市ｂ番地所在のＡ方２階居間において，Ａ（当時６１歳）に対し，殺意をもって，

先端が尖ったドライバーで，同人の胸部，背部，両腕部等を約３０回突き刺すなど

し，よって，同日午前３時４０分ころ，同市ｃ番地所在の甲病院において，同人を

右気胸及び左胸腔内出血に基づく急性呼吸不全により死亡させて殺害したものであ

る。

（証拠の標目） 省略

（被告人が犯人であると認定した理由について）

本件の争点は，被告人が犯人であるか否かである。被告人を本件の犯人であると

認めた理由は次のとおりである。

１ まず，関係証拠によれば，犯人が判示記載のとおりの殺人罪を犯したと認める

ことができる。

（１） 犯行日時

Ａ（以下「被害者」という。）がその経営するスナックの最終客を見送った時刻

が平成２１年５月６日の午前２時３分であり，被害者の遺体を発見した被害者の甥

であるＢが１１０番通報した時刻が同日の午前２時２３分であることからすると，

犯行時刻は，同日の午前２時３分から同日の午前２時２３分までの間と認められる。

（２） 犯行場所
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被害者が被害者方２階居間において発見されており，特段動かされた形跡がない

ことから，犯行場所は，被害者方２階居間であると認められる。

（３） 犯行態様

①検証時に被害者方３階から発見された黒色手袋に被害者の血液が付着しており，

被害者のスカートに黒色手袋外側の被覆材と極めて類似した繊維片が付着している

こと，②検証時に被害者方３階から発見された加工ドライバー（先端が尖っており，

金属部分の長さは１１．３２センチメートルである。以下「本件ドライバー」とい

う。）に被害者のＤＮＡが付着しており，解剖医も本件ドライバーが成傷器と考え

て矛盾がない旨供述していること，③被害者の胸部，背部，両腕部等に３１個の刺

創が，鼻尖部に１個の切創があること，などからすると，黒色手袋をはめた犯人が，

本件ドライバーで被害者の胸部，背部，両腕部等を約３０回突き刺すなどしたと認

められる。

（４） 殺意

①凶器である本件ドライバーは先端が尖っており，その金属部分は１１．３２セ

ンチメートルであること，②被害者の致命傷となった傷は，背中から右の肋骨の間

を突き抜け右肺の気管支の枝を損傷させた深さ６センチメートルの刺創，及び左腋

下から左の肋骨の間を突き抜け左肺を貫通しその血管を損傷させた深さ１１．５セ

ンチメートルの刺創であること，③無防備な被害者の背中に複数の傷があることな

どからすると，犯人には，確定的な殺意が認められる。

（５） 逃走時刻・経路

①被害者方北側外壁の排水管に沿って足跡があり，その留め金５個がずれている

こと，②地上３．４４メートルの位置にある排水管の留め金に黒色手袋外側の被覆

材と極めて類似した繊維片が付着していること，③被害者方３階寝室の北側窓の大

きさは，横３８センチメートル，縦３７センチメートルであるが，細身の人間であ

れば，通り抜けることが可能であると認められること，④Ｂが外出する前には閉ま

っていた３階寝室の北側窓が開いていたこと，⑤検証時に３階寝室北側窓の脇から
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黒色手袋と本件ドライバーが発見されていることなどからすると，犯人は，被害者

方３階寝室の北側窓脇に黒色手袋と本件ドライバーを置いて，被害者方北側外壁の

排水管を伝って逃走したものと認められる。

そして，Ｂは，１１０番通報をする前に，２階から３階への階段を上る犯人と思

われる者の足音を聞いているが，３階の各所に足跡痕があることなどからすると，

犯人が３階に上ったあと直ちに北側窓から降りたとは考え難い。そうすると，犯人

の逃走時刻は，Ｂが１１０番通報をした同日の午前２時２３分の前後ころである，

という以上に特定することはできない。

２ 以上の事実を前提として，被告人と犯人との同一性を検討する。

この点，検察官は，犯人性を裏付ける事実として，（１）科学捜査研究所（以下

「科捜研」という。）の鑑定では，黒色手袋の付着物のＤＮＡ型が，被告人のＤＮ

Ａ型と，アメロゲニン型を含む１６座位で合致したこと，（２）科捜研の鑑定では，

地上３．４４メートルの位置にある排水管の留め金の付着物のＤＮＡ型と被告人の

ＤＮＡ型がアメロゲニン型を含む１０座位で合致したこと，（３）被害者方から被

告人方へ向かう道で，被告人が目撃されたこと，（４）凶器と同様の加工ドライバ

ーが被告人方から発見されたこと，（５）被害者方で，被告人所有の靴類と同じサ

イズの足跡痕が多数検出されたこと，（６）被告人が，警察官が来訪したことを知

って自殺を図ったことを挙げているので，以下検討する。

（１） 黒色手袋について

科捜研のＤＮＡ型鑑定の経過や結果に特段の疑問を差し挟む余地はなく，それに

よると，黒色手袋の左手用の内側親指部分に被告人のＤＮＡが，第三者のＤＮＡと

混合する形で付着していたと認められる。そうすると，第三者が触った可能性を否

定することはできないものの，黒色手袋は，被告人が触ったことがある手袋である

ことは明らかであり，被告人が使用していた手袋であると認めることができる。

この点，検察官は，本件犯行態様での着用状況と鑑定結果が整合する旨主張し，

弁護人もまた，被告人が右手に凶器を持って，３２個もの傷を付けたのであれば，
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右手手袋にＤＮＡが付いていてもよいはずである旨主張する。しかしながら，科捜

研で鑑定をした証人ＣやＤ鑑定人の各証言に照らすと，被告人のＤＮＡが犯行時に

付いたとまでは認定できない。従って，犯行時にＤＮＡが付着したかのような検察

官の主張を前提として，鑑定結果に疑問を呈する弁護人の主張は，当裁判所の上記

認定に合理的疑いを差し挟むものではない。

また，弁護人は，被告人のＤＮＡ型が１６座位すべて検出された黒色手袋の左手

用の内側親指部分については，Ｄ鑑定人による再鑑定では，被告人のＤＮＡが検出

されておらず，科捜研の鑑定結果が検証されていない旨主張する。しかし，再鑑定

ができなかったというだけでは，科捜研の鑑定結果が信用できないとはいえないし，

再鑑定の結果，少なくとも，科捜研の鑑定結果と矛盾しないミトコンドリアのＤＮ

Ａ型鑑定の結果が出ていることが認められる。

（２） 排水管について

ＤＮＡ型鑑定の経過や結果に特段の疑問を差し挟む余地はなく，それによると，

地上３．４４メートルの位置にある排水管の留め金に被告人のＤＮＡが付着してい

た事実が認められる。そして，その事実だけからすると，被告人が前記留め金に触

ったと認めることができそうである。

しかしながら，被告人のＤＮＡが付着していた前記留め金には，前記１（５）②

記載のとおり，被告人が使用していた黒色手袋の繊維片が付着している。その場所

的関係からすると，同繊維片に付着した被告人のＤＮＡが前記留め金に付着した可

能性も絶無ではない。そうであれば，必ずしも，被告人が前記留め金に触ったので

はなくても，前記留め金に被告人のＤＮＡが付くことはあり得ないではないという

ことになる。

（３） 目撃証言について

証人Ｅの証言によれば，運転代行の運転手であるＥは，平成２１年５月６日午前

２時２０分から３０分までのころ，被害者方付近の被告人方へ向かう道の一つです

れ違った人物について，その日のうちに警察に申告をし，同月１２日，１０枚の写
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真の中から６割程度の確信をもって２枚の写真の人物を選んだところ，その二人は，

被告人と被告人に良く似た人物であったと認められる。Ｅ証言は，その視認状況，

供述態度等からすると，同日午前２時２０分から３０分までのころ，Ｅが，被害者

方付近の被告人方へ向かう道の一つで，被告人らしい人物とすれ違った，という限

度では十分信用性が高い。

なお，その目撃した時刻について，検察官は，どんなに早くとも同日午前２時２

４分過ぎであると主張するが，運転日報の同日午前２時１５分という時刻以外に客

観的な根拠となるものがない上，上記検察官の主張は，Ｅが公判廷において述べた

時刻とは必ずしも整合していないことなどからすると，同日午前２時２０分から３

０分までのころ，という以上に特定することは困難である。また，Ｅは，同月２７

日，マジックミラー越しに被告人を見て１００パーセント間違いないと述べている

が，被告人を目撃した時間は，被告人の姿を見たのが５秒，被告人を間近で見たの

が２秒程度と短時間であること，同月２７日の供述は，警察官から「容疑者を見て

欲しい」と言われたあとの供述であることなどからすれば，その段階では予断が入

っていた可能性も否定し難い。そうすると，結局，Ｅが５月１２日の段階で特定で

きた限度で認められる，被告人らしい人物とすれ違った，という以上の認定はでき

ない。

（４） 本件ドライバーについて

被告人は，「見た目が同じようなドライバー２本をその先端を尖らせて持ってい

た」旨述べているところ，①本件ドライバーと同じ種類でサイズ違いの先端を尖ら

せた加工ドライバー１本が被告人方から発見されていること，②本件ドライバーは，

被告人が使用したことがある黒色手袋とともに犯行現場から発見されたこと，から

すれば，本件ドライバーは，被告人が加工して持っていたドライバー２本のうちの

１本である可能性が相当高い。

（５） 以上の（１）から（４）までの各事実の評価について

以上の（１）から（４）までの各事実は，いずれも，それぞれ一つだけでも，被
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告人が犯人であることを高い確率で推認させる事実であるものの，（１）及び

（４）の各事実は，第三者が被告人使用の黒色手袋と本件ドライバーを入手して犯

行に及んだ可能性を完全に排斥するものではないし，（２）の事実は，被告人の黒

色手袋をした第三者が排水管を伝って逃走した可能性を完全に排斥するものではな

く，（３）の事実もまた，被告人以外の第三者が本件犯行時刻ころ，犯行場所付近

にいたことを完全に排斥するものではない。

しかしながら，一方で，被告人以外の第三者が犯人であるとした場合，その第三

者は，被告人方にあった黒色手袋を入手した上，被告人方にあった本件ドライバー

をも入手したか，もしくは被告人が加工していたのと同様の種類のドライバーを同

様に加工したものを持っていって被害者を殺害した上，排水管を伝って降りる過程

で，たまたま被告人のＤＮＡが付着していた黒色手袋の被覆材を排水管に付着させ，

次いで，同被覆材に付着した被告人のＤＮＡが排水管に付着するという極めて稀な

偶然が重なり，さらには，被告人によく似た人物が本件犯行時刻ころ，本件犯行場

所付近にいるという偶然までも重なったことになる。そして，このような偶然が重

なり合うことは，常識に照らし，およそありえないことからすれば，被告人以外の

第三者を犯人として想定すること自体が，およそありえないことであるといわざる

を得ない。

そうであるとすれば，前記（１）から（４）までの各事実を総合すると，被告人

が本件の犯人である，と認定することにつき，合理的疑いを容れる余地はない。

（６） なお，検察官が主張する足跡痕については，２５センチメートルから２５．

５センチメートルの靴のサイズが，特に珍しいものではなくありふれたものである

こと，また，自殺未遂については，自殺の理由は人それぞれであり様々なものがあ

り得ることからすれば，いずれについても，積極的に犯人と被告人との結びつきを

示すものであるとまではいえないが，これらの事実は被告人が犯人であることとは

矛盾せず，これと整合している事実といえる。また，犯人が横３８センチメートル，

縦３７センチメートルの小窓から排水管を伝って降りていることからすると，犯人
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は小柄で細身，かつ身軽な人物であると考えられるところ，被告人は，まさにこの

ような人物像と一致している。

（７） ところで，弁護人は，被告人は，犯行時刻とされる当時，長時間にわたる

飲酒により，記憶があいまいとなるほど酔っぱらっていたから，下見をしないで，

狭い小窓から外に出て，排水管を伝って逃げることは不可能である，旨主張する。

しかし，被告人は，当時相当程度飲酒していたことがうかがわれるものの，犯行前

の経緯について相当程度記憶を有していること，被告人は，これまでにも飲酒した

状態で窃盗に及んでいたことがあること，日ごろ，飲酒した上，脚立を分解して作

成したはしごを伝って２階の自室に出入りすることを繰り返していたことなどから

すると，小窓から出て排水管を伝って逃走することが不可能であるとはいえない。

次に，弁護人は，被告人が排水管に触れたのであれば，排水管に被告人の指紋が

付くはずであるのに指紋が検出されていないと主張する。しかし，排水管を触った

からといって，犯行当夜雨が降っていたことなどの事情からすると，指紋が検出さ

れなかったとしても何ら不自然ではない。

また，弁護人は，被告人が犯人であるとすれば，証拠となる黒色手袋と本件ドラ

イバーを犯行現場に遺留して逃走するのは不自然である，旨主張する。確かに，犯

人の行動としてはやや不合理ではあるものの，被告人は，Ｂの声がしたことから慌

てていたと思われることなどの事情からすると，凶器等を持ったままでは職務質問

にあった際不都合であるなどと思い，とっさに現場に放置して逃走したものである

としても，特段不自然とまではいえない。

さらに，弁護人は，被告人は，犯行時刻ころは，自宅で寝ていたと主張する。確

かに被告人は，一貫してその旨供述しているが，被告人が供述していること以外に，

これをうかがわせるものはなく，アリバイの成立を認めることはできない。

（累犯前科）

被告人は，（１）平成１６年９月１日静岡簡易裁判所で住居侵入，窃盗の各罪に

より懲役１年１０月に処せられ，平成１８年５月１日その刑の執行を受け終わり，
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（２）その後犯した住居侵入罪により平成１８年１２月１５日静岡地方裁判所で懲

役９月に処せられ，平成１９年８月２４日その刑の執行を受け終わったものであっ

て，これらの事実は検察事務官作成の前科調書及び（２）の前科に係る判決書謄本

によって認める。

（法令の適用）

罰 条 刑法１９９条

刑 種 の 選 択 有期懲役刑を選択

累 犯 加 重 刑法５９条，５６条１項，５７条（刑法１４条２項の制限

内で３犯の加重）

未決勾留日数の算入 刑法２１条

訴訟費用の不負担 刑訴法１８１条１項ただし書

（量刑の理由）

本件は，被告人が，被害者を加工ドライバーで複数回突き刺して殺害したという

事案であるところ，先端が鋭利な凶器を，人の体に向けて何十回も突き出すという

態様自体，残虐なものであるといわざるを得ない。被害者に落ち度があったとは到

底認められないし，被害者が必死の抵抗をしたであろうことは，傷の位置や部屋の

状態から容易に推認できる。被害者の抵抗にもかかわらず，被告人は，確定的殺意

をもって，被害者の無防備な背中にも相当程度の深さの傷を複数回負わせ，また，

ドライバーの金属部分が全て埋没するほど深く突き刺してもおり，執拗で悪質であ

る。鋭利な切っ先を何度も自分に向けられ，顔面にまで傷を負った被害者が感じた

であろう恐怖心は，想像を絶するものがある。また，被害者は，右肺からは空気が

漏れだし，左肺には３７１ミリリットルもの血液が流れ出し，短時間で呼吸ができ

ない状態に陥った末に絶命したのであって，その苦しみはいかばかりであったか，

察するに余りある。被害者の死亡という結果が，極めて重大であることはいうまで

もない。遺族が厳重な処罰を望むのも，至極当然のことである。また，住宅街で起

きた本件犯行が，地域住民に与えた衝撃や不安感も軽視できない。これに対して，
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被告人は，一貫して犯行を否認しており，反省や悔悟の様子が全く見受けられない。

また，被告人の従前の生活態度も悪い。被告人の刑事責任は重いというべきである。

他方，本件犯行前のスナックでの被害者と被告人との出来事が，殺人を決意する

ほどのものとは認められないことなどからすると，本件が計画的な殺人であるとま

では認定できないこと，被告人に粗暴癖があるとまでは認められないことなど，被

告人のために酌むべき事情も認められる。

そこで，以上の諸事情を総合考慮し，殺人罪の一般的な量刑分布も参考にした結

果，主文のとおりの刑が相当であると判断した。

（求刑 懲役１８年）

平成２２年３月１８日

静岡地方裁判所刑事第１部

裁判長裁判官 原 田 保 孝

裁判官 引 馬 満 理 子

裁判官 山 谷 美 恵 子


